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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： 11,198,132 千円 の内数

29年度要求予算： - 千円

該当施策概要

通し番号  119 

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

②　待機児童解消を目指すための保育の受け皿50万人分の拡大に対応して平成29年度
末までに必要となる保育人材９万人程度の確保に向け、一定要件を満たせば返済不要と
なる修学資金貸付や就職準備金の貸付により、保育士の新規資格取得者や再就職者を
増やすとともに、安定財源を確保しながら、保育士の処遇改善等を含めた総合的な保育
人材確保策に取り組む。

（１）待機児童解消に向けた子育て基盤の整備

１．子育て基盤等の整備

保育士修学資金貸付等事業

保育士資格の新規取得者の確保や離職者の再就職支援も含めた総合的な対策を講じる
ことにより、保育の受け皿拡大に伴い必要となる保育人材の確保を図る。

機構定員要求

・保育士修学資金貸付
　指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し
付け、５年間勤務した場合、返還を免除する。
・就職準備金貸付
　潜在保育士が再就職する際の就職準備金を貸し付け、２年間勤務した場合、返還を免
除する。

（二次補正）
　再就職支援のための就職準備金の倍増を行う予定。

厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課

その他（具体的に）

担当府省庁
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保
育

士
修

学
資

金
貸

付
事

業
（
平
成

27
年
度
補
正
予
算
：

１
５
５

億
円
）

【
目

的
】

指
定

保
育

士
養

成
施

設
に

在
学

し
、

保
育

士
資

格
の

取
得

を
目

指
す

学
生

に
対

し
修

学
資

金
を

貸
し

付
け

、
も

っ
て

こ
れ

ら
の

者
の

修
学

を
容

易
に

す
る

こ
と

に
よ

り
、

質
の

高
い

保
育

士
の

養
成

確
保

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

【
貸

付
対

象
者

】
児

童
福

祉
法

第
１

８
条

の
６

に
規

定
す

る
指

定
保

育
士

養
成

施
設

に
在

学
す

る
者

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
貸

付
額

】
○

月
額

５
万

円
以

内
（

貸
付

期
間

は
２

年
間

を
限

度
）

○
貸

付
の

初
回

に
入

学
準

備
金

と
し

て
2

0
万

円
以

内
、

卒
業

時
に

就
職

準
備

金
と

し
て

2
0
万

円
以

内
を

そ
れ

ぞ
れ

加
算

※
貸

付
利

子
は

無
利

子
※

貸
付

申
請

時
に

生
活

保
護

受
給

世
帯

等
の

者
に

つ
い

て
は

、
生

活
費

の
一

部
と

し
て

加
算

あ
り

【
修

学
資

金
の

返
還

免
除

】
貸

付
け

を
受

け
た

者
が

、
指

定
保

育
士

養
成

施
設

卒
業

か
ら

１
年

以
内

に
保

育
士

登
録

を
行

い
、

修
学

資
金

の
貸

付
け

を
受

け
た

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

の
区

域
内

等
の

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

士
と

し
て

５
年

以
上

従
事

し
た

と
き

は
、

修
学

資
金

の
返

還
を

免
除

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

※
国

の
負

担
割

合
を

現
行

３
／

４
→

９
／

１
０

に
引

き
上

げ

【
実

施
主

体
】

【
保

育
士

養
成

施
設

の
学

生
】

貸
付

○
保

育
士

養
成
施
設

で
受

講
（
2
年
間
。
た
だ
し
、
夜
間
・
通
信

制
は
３
年

間
）

貸
付

金
の
返
済
を

全
額

免
除

○
保

育
所

等
に
保

育
士

と
し
て
勤

務

卒 業

５
年

間

（
他
産
業
に
就
職
又
は
未
就
労
）

貸
付
金
を
実
施
主

体
に
返
還

（
途
中
で
他

産
業

に
転

職
、
自

己
都

合
退

職
等

）

（
保

育
士

修
学

資
金

貸
付
等
事
業
予
算

５
６
６
億
円
の
内
数
）
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潜
在

保
育

士
の

再
就

職
支

援
事

業
（

平
成
27
年

度
補
正
予
算
：
４
４
億
円
）

【
概

要
】

潜
在

保
育
士

（
保

育
士

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

保
育

士
と

し
て

勤
務

し
て

い
な

い
者

）
が
、
保
育
士
と
し
て
保
育
所
に
勤
務
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
場
合
、
就

職
準

備
金
の
貸
付
け
を
行
う

【
潜

在
保

育
士

】
【

保
育

所
等

】

【
実

施
主

体
】

再
就

職

就
職

準
備
金

の
貸

付

申
請

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

当
該

潜
在

保
育

士
が
当

該
保

育
所
等
に
お
い
て
２
年

以
上
勤
務
し
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
返
還
を
免
除

【
貸

付
額

】
就

職
準

備
金

2
0
万

円
（

１
回

を
限

度
）

【
貸

付
条

件
】

貸
付

申
請

時
に

お
い

て
、
就

職
準

備
金
の
使
途
を
明
示
す
る
こ
と

（
具

体
例

）
宿

舎
借

り
上

げ
に

伴
う

礼
金

や
仲

介
手

数
料

、
通

勤
用

自
転

車
の

購
入

費
な

ど

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

（
保
育
士
修
学
資
金

貸
付

等
事

業
予

算
５
６
６
億

円
の

内
数

）

3



「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

○

28年度当初予算： 98,175,565 千円 の内数 （内閣府予算）
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 98,175,565 千円 の内数 （内閣府予算）＋事項要求

該当施策概要

通し番号  127 

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

１．子育て基盤等の整備

（２）家事・子育て・介護支援の充実

子育て世代包括支援センターの法定化・全国展開

⑤ 　妊娠・出産・子育てに関する知識や各種の支援制度等について必要な情報が得られ
るよう、「子育て世代包括支援センター」について、市町村での設置の努力義務等の法定
化を盛り込んだ児童福祉法等改正法案の早期成立を図り、全国展開して総合的相談支
援を提供する。また、出産後の復職・再就職や仕事と子育ての両立に関する知識が得ら
れるよう、「仕事と育児カムバック支援サイト」を通じた情報提供や相談支援を行う。

該当施策の政策手
段の分類

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施する「子育て世代包括支援セン
ター」については、平成27年度より子ども子育て支援新制度に基づく利用者支援事業を活
用して実施してきたところであり、同センターの設置根拠を法律上明確に位置づけること
等により、全国展開に向けた取組を実施する。

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

担当府省庁

第190回国会において、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63号）が
平成28年５月27日に成立し、同年６月３日に公布され、同法において母子保健法を改正し
子育て世代包括支援センターの法定根拠を設けた（平成29年４月１日施行）。
また、同センターの平成32年度末までの全国展開に向けて、支援対象者の評価や支援内
容等に係るガイドラインの作成に向けた取組等を行うこととしている。

厚生労働省

雇用均等・児童家庭局母子保健課
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情
報

の
共

有

○
現

状
様

々
な
機

関
が
個
々
に
行
っ
て
い
る
妊
娠

期
か

ら
子

育
て
期

に
わ

た
る
ま
で
の

支
援
を
提
供
す
る
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
立

ち
上

げ
、
切

れ
目
の
な
い
支
援

を
実
施
。

○
子

育
て
世

代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
保
健

師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
等

を
配

置
し
て
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お

け
る
子
育

て
世

帯
の

「安
心
感
」
を
醸
成
す
る
。

○
子

育
て
世

代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化

し
、
お
お
む
ね
平
成

32
年
度
末

ま
で
に
全

国
展
開

を
目
指
す
。

➢
平

成
２
７
年

度
実
施
市
町
村
数
：１

３
８
市
町
村

➢
平

成
２
８
年
度
実

施
市
町

村
数
（
予
定
）：

２
５
１
市
町
村
（
４
２
３
か
所
）

※
法

律
上

の
名

称
は

「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
（母

子
保

健
法
・
平
成

29
年
４
月

１
日

施
行
）

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

保
健
師

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

助
産
師

医
療

機
関

（
産

科
医

等
）

保
健
所

児
童

相
談

所

民
間
機
関

連
携
・
委
託

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
法
定
化

・
全
国
展
開

利
用
者
支
援

実
施
施
設

妊
娠

前
妊

娠
期

出
産

産
後

育
児

産
後

ケ
ア
事

業
（
心

身
の
ケ
ア
や

育
児

サ
ポ
ー
ト
等
）

妊
婦
健
診

乳
児
家
庭

全
戸
訪
問

事
業

子
育
て
支
援
策

・
保
育
所

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

・
里
親

・
乳
児
院

・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

妊
娠
に
関
す
る
普

及
啓
発

不
妊
相
談

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
子
育

て
経

験
者
等

の
「
相
談

し
や
す
い
話

し
相
手

」
等

に
よ
る
相
談
支
援
）

定
期
健
診

予
防
接
種

養
子
縁
組

子
育

て
支

援
機

関

地
域

ご
と
の

工
夫

を
こ
ら
し
て
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
立

ち
上

げ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が

、
各

機
関

と
の

連
携
・
情
報
の
共
有
を
図
り
、
妊
娠

期
か

ら
子

育
て
期

に
わ
た
る
総

合
的

相
談

や
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
全
て
の
妊
産
婦
の
状
況
を
継

続
的

に
把
握

し
、
要

支
援

者
に
は

支
援

プ
ラ
ン
を
作

成

地
域

の
実

情
に
応
じ
て
、

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー
ト
事
業
、
産

後
ケ
ア
事

業
等
を
実
施

妊
産

婦
等
を
支
え
る

地
域

の
包

括
支

援
体

制
の

構
築
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「女性活躍加速のための重点方針2016」該当箇所

大項目

中項目

小項目

細項目

該当施策名
（事業名）

当該施策の背景・
目的

○

○

28年度当初予算： - 千円
28年度一次補正予算： - 千円
28年度二次補正予算： - 千円

29年度要求予算： 事項要求 千円

該当施策概要

通し番号  131 

介護人材の処遇改善

Ⅲ　女性活躍のための基盤整備

１．子育て基盤等の整備

（２）家事・子育て・介護支援の充実

⑥ 　「介護離職ゼロ」の実現を目指し、2020年代初頭までに介護の受け皿の整備量を50
万人分以上に拡大する。また、介護人材25万人の確保に向け、一定要件を満たせば返
済不要となる介護福祉士を目指す学生への修学資金等の貸付や潜在介護人材への再
就職準備金の貸付を充実させるとともに、介護人材の待遇改善や介護サービスの生産性
向上等により、総合的な人材確保対策に取り組む。

　介護人材の処遇について、平成28年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プ
ラン」に基づき、平成29 年度（2017 年度）からキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均
１万円相当の改善を行う。

〈参考〉「ニッポン一億総活躍プラン」（抜粋）（平成28年6月2日閣議決定）
　　 「介護人材の処遇については、競合他産業との賃金差がなくなるよう、平成29年度
（2017年度）からキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の改善を行う。こ
の際、介護保険制度の下で対応することを基本に、予算編成過程で検討する。なお、障
害福祉人材の処遇についても、介護人材と同様の考え方に立って予算編成過程で検討
する。」

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

●「未来への投資を実現する経済対策」（抜粋）（平成28年8月2日閣議決定）
「介護保険制度の下で、介護人材の処遇については、キャリアアップの仕組みを構築し、
月額平均１万円相当の改善を平成29年度（2017年度）から実施する。このための予算措
置を平成29年度（2017年度）当初予算に計上し、かつ、継続して実施する。また、処遇改
善を平成30年度（2018年度）介護報酬改定を待たずして平成29年度（2017年度）から遺漏
なく実施するため、保険料の上昇回避のための財政安定化基金への特例的積増しなど、
所要の措置をあらかじめ講じる。障害福祉人材の処遇についても、介護人材と同様の考
え方に立って対応する。」

担当府省庁
厚生労働省

老健局老人保健課
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ニ
ッ
ポ

ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
（
工
程
表
抜
粋
）

【
国
民
生
活
に
お
け
る
課
題
】

人
材
確
保
が
困
難
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
介
護
人
材

の
賃
金
が
他
の
対
人
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
比
較
し
賃
金
が

低
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
勤
続
年
数
も
短
く

な
っ
て
い
る
。

・
介
護
職
員
：
賃
金
2
62
.3
千
円
（
賞
与
込
み
）
、
勤

続
年
数
6
.1
年

・
対
人
サ
ー
ビ
ス
産
業
：
賃
金
2
73
.6
千
円
（
賞
与
込

み
）
、
勤
続
年
数
7
.9
年

【
具

体
的

な
施

策
】

（
介

護
人

材
の

処
遇

改
善

）

・
介

護
人

材
の

処
遇

に
つ

い
て

は
、

競
合

他
産

業
と

の
賃

金
差

が
な

く
な

る
よ

う
、

2
0
1
7
年

度
か

ら
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
仕

組
み

を
構

築
し

、
月

額
平

均
１

万
円

相
当

の
処

遇
改

善
を

行
う

。
こ

の
際

、
介

護
保

険
制

度
の

下
で

対
応

す
る

こ
と

を
基

本
に

、
予

算
編

成
過

程
で

検
討

す
る

。

年
度

施
策

2
01
5

年
度

2
01
6

年
度

2
01
7

年
度

2
01
8

年
度

2
01
9

年
度

2
02
0

年
度

2
02
1

年
度

2
02
2

年
度

2
02
3

年
度

2
02
4

年
度

2
02
5

年
度

2
02
6

年
度
以

降
指
標

2
02
0年

代
初
頭
ま
で

に 介
護
人
材

と
競
合
他

産
業
と
の

賃
金
差
：

解
消

介
護

人
材

の
処

遇
改

善

月
額

平
均

1
.
2万

円
相

当
の

処
遇

改
善

加
算

の
拡

充
を

実
施

競
合

他
産

業
と
の
賃

金
差
が

な
く

な
る

よ
う
、
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組
み
を

構
築
し

、
月

額
平

均
１
万
円
相

当
の
改

善
を

行
う

。

介
護
報
酬

等
の
改

定
に
合
わ

せ
て
、

必
要
に
応

じ
て
処

遇
を
改
善

介
護

報
酬

等
の

改
定

に
合

わ
せ

て
、

必
要

に
応

じ
て

処
遇

を
改

善（
平
成

28
年

6月
2日

閣
議
決
定
）

安
倍
総

理
発

言
（
平
成

28
年

6月
1日

）抜
粋

保
育

士
、
介

護
職
員
等
の
処
遇
改
善
な
ど
、
一

億
総
活

躍
プ
ラ
ン
に
関

す
る
施

策
に
つ
い
て
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
果
実
の
活
用
も
含
め
、

財
源

を
確

保
し
て
、
優
先
し
て
実
施
し
て
い
く
考

え
で
あ
り
ま
す
。
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